
（資料２） 

山梨県県国民保護計画新旧対照表 

 

修正箇所 新 旧 

第２編第１章

第１  ２ 

2 県職員の参集基準等 （防災危機管理課、消

防保安課） 

(1) 略 

(2) 県の体制及び職員の参集基準等 

県は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずる

ため、次の体制を整備するとともに、その参集

基準を定める。 

 

 

(3) 職員への連絡手段の確保 

県対策本部員、初動体制職員、防災危機管理課

職員及び消防保安課職員は、常時、参集時の連

2 県職員の参集基準等 （防災危機管理課） 

 

(1) 略 

(2) 県の体制及び職員の参集基準等 

県は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずる

ため、次の体制を整備するとともに、その参集

基準を定める。 

 

 

(3) 職員への連絡手段の確保 

県対策本部員、初動体制職員及び防災危機管理

課職員は、常時、参集時の連絡手段として、携 



 絡手段として、携帯電話等を携行し、電話、メ

ール等による連絡手段を確保する。 

(4) 代替職員の確保 

県対策本部員、初動体制職員、防災危機管理課

職員及び消防保安課職員は、交通の途絶、職員

の被災などにより参集が困難な場合等も想定

し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を

代替職員として参集させるなど、事態の状況に

対処できるよう職員を確保する。 

なお、初動体制職員の代替職員については、当

該職員が指名されている所属課において確保

しておく。 

(5)～(7) 略 

帯電話等を携行し、電話、メール等による連絡

手段を確保する。 

(4) 代替職員の確保 

県対策本部員、初動体制職員及び防災危機管理

課職員は、交通の途絶、職員の被災などにより

参集が困難な場合等も想定し、あらかじめ、参

集予定職員の次席の職員を代替職員として参

集させるなど、事態の状況に対処できるよう職

員を確保する。 

なお、初動体制職員の代替職員については、当

該職員が指名されている所属課において確保 

しておく。 

(5)～(7) 略 

 

 



第３編第１章

１ 

(1) 略 

(2) 県連絡本部の組織構成等 

ア～エ 略 

オ 県連絡本部に、本部の事務を処理するた

め、防災局長を局長とし、防災局次長（あらか

じめ知事が指名する者）を次長とする事務局を

置き、局員は、各部局等からの職員をもって構

成する。 

カ～キ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 略 

(2) 県連絡本部の組織構成等 

ア～エ 略 

オ 県連絡本部に、本部の事務を処理するた

め、防災危機管理監を局長とし、総務部次長を

次長とする事務局を置き、局員は、各部局等か

らの職員をもって構成する。 

 

カ～キ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３編第２章

１ 

(1)～(2) 略 

(3)県対策本部の組織構成等 

ア 県対策本部の本部長（以下「県対策本部長」

という。）は、知事をもって充て、県対策本部

の事務を総括し、職員を指揮監督する。県対策

本部長に事故等があり不在の場合における知

事権限委譲順位は、副知事（山梨県副知事の担

任事務に関する規程（平成２７年山梨県訓令甲

第１２号）第１条の規定により防災局に関する

ことを担任事務とする副知事をいう。）、副知

事（同条の規定により防災局に関することを担

任事務とする副知事以外の副知事をいう。）、

防災局長、防災局次長（あらかじめ知事が指名

する者）の順位で、その職務を代理する。 

イ 県対策本部の副本部長は、副知事をもって

充て、県対策本部長を補佐する。副本部長が、

欠けた場合には、防災局長が、その職務を代 

理する。 

ウ～カ 略 

キ 県対策本部に、本部の事務を処理するため、

防災局長を局長とし、防災局次長（あらかじめ

知事が指名する者）を次長とする事務局を置

き、局員は、各部局等からの職員をもって構成

する。事務局には班を置き、その分掌事務は別

(1)～(2) 略 

(3)県対策本部の組織構成等 

ア 県対策本部の本部長（以下「県対策本部長」

という。）は、知事をもって充て、県対策本部

の事務を総括し、職員を指揮監督する。県対策

本部長に事故等があり不在の場合における知

事権限委譲順位は、副知事、総務部長、防災危

機管理監、総務部次長の順位で、その職務を代

理する。 

 

 

 

 

 

イ 県対策本部の副本部長は、副知事をもって

充て、県対策本部長を補佐する。副本部長が、

欠けた場合には、総務部次長が、その職務を代

理する。 

ウ～カ 略 

キ 県対策本部に、本部の事務を処理するため、

防災危機管理監を局長とし、総務部次長を次長

とする事務局を置き、局員は、各部局等からの

職員をもって構成する。事務局には班を置き、

その分掌事務は別表2のとおりとする。 



表2のとおりとする。 

第３編第２章

１（３） 

  



第３編第２章

１ 別表１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


